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橋本市民憲章 

 

紀の川の清き流れと、豊かな自然にはぐくまれ、遠い万葉の昔から高い文化をきずいてき

た橋本市。 

　わたしたち橋本市民は、先人の努力を受けつぎ、自由と平和を愛し、未来にはばたくふる

さとづくりをめざし、この市民憲章を定めます。 

 

　▼めぐまれた自然を生かし、環境をととのえ、水と緑の住みよいまちをつくり 

    ます。 

　▼伝統を守り、教養を深め、文化の薫りたかいまちをつくります。 

　▼人権を尊び、人の和を大切にし、夢とやすらぎのあるあたたかいまちをつく 

　　ります。 

　▼スポーツに親しみ、心身をきたえ、健康で明るいまちをつくります。 

　▼勤労をよろこび、技術をみがき、豊かな産業のまちをつくります。 

 

 

橋本市の花と木 

 

　●市の木　もくせい・さくら　　●市の花　さつき（平成 18 年 10 月１日制定） 

 

 

姉妹都市・友好都市 

 

●姉妹都市 

米国　カリフォルニア州　ロナ・パーク市（昭和 58 年 11 月７日締結） 

 

●友好都市 

　中国　山東省　泰安市（昭和 62 年５月 13 日締結） 

 

 

橋本市都市宣言 

 

●人権擁護都市宣言　　　（平成 18 年６月 28 日） 

●世界連邦平和都市宣言　（平成 18 年９月 29 日） 

●核兵器廃絶平和都市宣言（平成 18 年９月 29 日） 
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橋本市のあらまし 

 

１．市の沿革 

 

○旧橋本市 

　　昭和 29 年８月１日、伊都郡隅田村と恋野村が合併し伊都郡隅田村となり、 

　昭和 30 年１月１日、伊都郡橋本町と岸上村、山田村、紀見村、隅田村、学文 

　路村が合併し、橋本市となりました。 

○旧高野口町 

　　昭和 30 年４月 15 日、伊都郡高野口町と信太村、応其村が合併し、伊都郡高 

　野口町となりました。 

○合併までの流れ 

　　平成 16 年２月２日に合併協議会を設置し、11 回の審議、両市町議会での議 

　決を経て、平成 18 年３月１日、新「橋本市」が誕生しました。 

 

２．市の概要 

 

　橋本市は、和歌山県の北東端、紀伊半島のほぼ中央に位置し、北は大阪府河内長野市、

東は奈良県五條市、南・西では和歌山県伊都郡かつらぎ町、九度山町、高野町と接してい

ます。和歌山市、大阪市の中心部への距離は直線でともに約 40km であり、京阪神エリア

への交通も便利で、緑豊かな田園です。 

　交通面では、私鉄・南海高野線が大阪市と高野町、ＪＲ和歌山線が和歌山市と奈良方面

を結び、幹線道路は、和歌山市と京都市を結ぶ国道 24 号、南北方向には大阪府、高野山

方面に国道 371 号や 370 号が走っています。また、京都市と和歌山市を結ぶ京奈和自動車

道の橋本市内３つのインターチェンジは本市における｢黒河道｣をはじめとする世界遺産

の高野参詣道へのアクセスに便利です。 

　大阪中心部へは電車で最短 40 分程度の所要時間であることから、昭和 50 年代からの大

規模住宅開発を契機に一時人口が急増し、住宅都市として発展してきました。しかし、近

年は人口減少に転じていることから、積極的に企業誘致に取り組んでおり、当初予定して

いた誘致用地については、すべて分譲済となったため、新たな工業団地であるあやの台北

部用地を整備し、約６割が売却済もしくは申し込みをいただいている状況です。 

　また、誘致企業の人材確保も含め、市内での就職や移住につなげるために、橋本市への

定住支援にも取り組んでいます。 

 

３．市の面積 

 

130.55　K ㎡ 
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４．人　　口 

 

 

 

 

産業別人口（令和２年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

５．特産品 

 

●柿（平核無柿、富有柿）、巨峰、はたごんぼ、恋野マッシュルーム、高野山麓精進野菜 

●たまご（和歌山県内生産量の約 50％以上） 

●パイル織物の生産（日本で唯一の総合パイルファブリック産地） 

●手作りのへら竿「紀州へら竿」（竹竿の約 90％のシェア）  

　国の伝統的工芸品に指定(平成 25 年３月８日） 

 

 第一次産業 第二次産業 第三次産業

 950 人 5,909 人 19,083 人
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議　　会 

 

（令和 8年４月１日現在） 

 

１．議員数 

 

 

本市議会議員の条例定数は、平成 18 年３月１日の市町合併に伴い 24 人となり、平成 23

年４月及び平成 27 年４月の一般選挙において各２人ずつ減員し 20 人となりました。また、

平成 30 年３月定例会で２人減員し定数を 18 人とする条例が可決され、平成 31 年４月の一

般選挙から適用されました。 

 

２．党　派　 

 

 

３．会　派 

 

 

４．常任委員会（任期２年） 

 

 

 条例定数　18 人 現員数　16 人

 党派名 日本共産党 公明党 日本維新の会 参政党 無所属

 人員 ２人 ２人 １人 １人 10 人

 
会派名

日本共産党

議員団
第一義 公明党議員団 市民クラブ 新政会

会派に所属

しない議員

 
人員 ２人 ４人 ２人 ３人 4人 １人

 
委員会名 委員数 所管事項

 

総務経済委員会 9人

危機管理室、総合政策部、総務部、経済推進部、

消防本部、出納室、選挙管理委員会、監査委員、

公平委員会、農業委員会、上下水道部の所管に

関する事項及び他の委員会の所管に属しない

事項
 

文教厚生建設委員会 7人
健康福祉部、福祉事務所、建設部、教育委員会、

市民病院の所管に関する事項
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５．議会運営委員会（任期２年） 

 

 

６．特別委員会 

 

 

・予算、決算については、特別委員会を設置し審査を行います。 

・委員の選出は、４人以上の会派から２名、３人以下の会派から１名を選出。なお、会派に

所属しない議員は、一会計年度中の予算または決算審査特別委員会のいずれかの委員に就

任することができ、正副議長は委員に就任していません。 

 

 

 委員数 ５人

 条例化 平成 18年３月８日

 

委員の選出方法

申し合わせにより、各会派所属議員２人以上を会派と認め、 

下記の割合により選出 

・２人～４人の会派　１名、 

・５人以上の会派　２名 

・会派に所属しない議員はオブザーバーとする。

 

所管事項

・議会の運営について 

・議会関係の条例及び規則等について 

・議長の諮問事項等について

 委員会名 委員数 所管事項

 
広報広聴特別委員会 ７人

議会だより、議会報告会、出前講座、議会のホームペ

ージ等に関すること

 
新庁舎建設特別委員会 ６人 新庁舎の建設に関すること
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７．議会の活動状況（令和 7 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．委員会等活動状況（令和７年度） 

 

 

 

 

 

 

 

６月 ９月 １２月 ３月 ７月 １月

会期日数 19 22 18 25 1 1 86

会期
R7.6.9

～
R7.6.27

R7.9.1
～

R7.9.22

R7.11.25
～

R7.12.12

R8.2.16
～

R8.3.12

R7.7.28
～

R7.7.28

R8.1.9
～

R8.1.9

会議日数 7 6 6 6 1 1 27

一般質問者数 14 16 14 15 59

付議事件 27 29 45 40 2 1 144

傍聴者数 21 34 35 7 0 0 97

定例会 臨時会
区分 合計

委員会等名称 開催日数 付託議案等

総務経済委員会 5 5

文教厚生建設委員会 12 22

議会運営委員会 19 0

予算審査特別委員会 4 10

決算審査特別委員会 4 10

広報広聴特別委員会 9 0

新庁舎建設特別委員会 3 0

合計 56 47
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９．定例会の標準日程 

 

10．一般質問 

 

 

 

 日 曜日 日程 摘要
 １ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

 

 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９

月 

火 

水 

木 

金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

 

 

金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

金

本会議 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

本会議 

本会議 

本会議 

本会議 

 

 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

休会 

本会議

開会、会期決定、議案説明（請願締切：午後５時） 

議案調査 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 

一般質問 

一般質問 

一般質問 

議案審議 

　　（付託省略案件）質疑・討論・採決 

　　（付託案件）質疑・委員会付託 

委員会（総務経済委員会） 

 

 

委員会（文教厚生建設委員会） 

 

 

 

委員長報告・質疑・討論・採決・閉会

 通告制有無 あり 一般質問の方法 個人質問

 
質問者数の制限 なし 時間制限 １人 60 分（答弁含む）

 回数制限 なし（一問一答方式採用）

 質問順序 選挙後初の定例会から会派届出順により輪番制

 
通告締切時期 定例会開会日の前週の水曜日（※本会議開会後、本通告として受付）

 一般質問の時期等 開会日より１週間程度後に行う（３日程度）
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11．予算・決算の審議方法 

 

 

 

 

12．意見書・決議の状況（令和 7 年度） 

 

 

 

 

 

予算

提出時期 一般会計・特別会計・企業会計予算を３月定例会に提出

 付託方法 予算審査特別委員会を設置し、付託のうえ審査

 委員長報告 ３月定例会最終日

 

決算

提出時期 一般会計・特別会計・企業会計決算を９月定例会に提出

 付託方法 決算審査特別委員会を設置し、付託のうえ、閉会中に審査

 委員長報告 12 月定例会の議案審議の日の冒頭

 議決年月日 件名 結果

 

令和７年６月 27 日
刑事訴訟法における再審規定の改正を求める意見書
について

原案可決

 

令和７年12月12日
国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める意見
書について

原案可決

 

令和７年12月12日
保護者・住民等の多数の意思を尊重し、拙速な再編統
合ではなく慎重な検討を求める決議について

原案可決
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13．請　願 

 

 

　（令和 7 年度） 

 

14．陳情等 

 

 

 

 

請願提出時期

申し合わせにより、開会日の午後５時までに受け付けたものはその

定例会、それ以降に提出されたものは、定例会最終日に、所管の委

員会に付託し、閉会中の継続審査とする。ただし、緊急の場合はこ

のかぎりではありません。
 

請願審査方法 所管する委員会に付託

 議決年月日 件名 結果

 
令和７年６月 27 日

「刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書」を国
に提出することの請願

不採択

 
令和７年12月12日 「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める請願 不採択

 
令和７年12月12日

保護者・住民等の多数の意思を尊重し、拙速な統廃合
ではなく慎重な検討を求める請願

採択

 
令和７年12月12日 国民健康保険財政への国庫負担の増額を求める請願 採択

 
令和８年３月 12 日 橋本市学童保育の運営体制の見直しに関する請願 不採択

 

陳情処理方法
申し合わせにより、受付後、全議員に配付。その後、議会運営委員

会へ報告し、所管委員会へ送付します。
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15．議員報酬、特別職給料 

 

※管理者が医師の場合 

 

 

16．政務活動費 

 

 

 

17．費用弁償 

（金額はすべて上限額） 

①甲地方は、東京都（島しょ部を除く。）、神奈川県、千葉県、埼玉県、名古屋市、京都市、

神戸市及び福岡市とし、乙地方は、その他の地域とする。 

②宿泊手当は、宿泊費に食事の有無により変動。 

 

 

18．行政視察費用 

 

 

 職名 金額 職名 金額

 議長 520,000 円 市長 801,000 円
 副議長 470,000 円 副市長 722,000 円
 議員 440,000 円 教育長 646,000 円
 病院事業管理者 646,000 円 

（※722,000 円）

 期末手当 ６月　2.325 ヶ月 12 月 2.325 ヶ月

 月額 20,000 円 議員に対し交付する。

 
区分

宿泊費（１夜につき） 宿泊手当 

（１夜につき）
 

甲地方 乙地方

 市長等（議員含む） 27,000 円 17,000 円
2,400 円  

その他の職員 19,000 円 12,000 円

 常任委員会 １人当たり年額　80,000 円

 議会運営委員会 １人当たり年額　80,000 円

 特別委員会 １人当たり年額　80,000 円
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19．議会費予算（令和 8 年度当初） 

 

 

 

20．議会事務局体制 

 

 

 

 

21．市議会だより 

 

 

22．本会議会議録の調製 

 

 一般会計当初予算額 316 億 1,258 万 8,000 円

 議会費総額 2億 4,042 万 8,000 円

 予算総額に対する議会費の割合 0.76％

 
構成 定数　７人 現員　５人

 
局長 次長

次長補佐 

兼　総務係長
議事調査係 総務係

 

１人 １人 １人

3人 

※うち会計年度任

用職員１人

※会計年度任用

職員 １人

 発行回数 年４回(定例会の翌々月)。必要に応じ臨時号発行。
 発行部数 25,400 部
 様　　式 Ａ４版。16～20 ページ程度。

 

掲載内容

議案、一般質問（１人当たりの掲載枠は１／２ページ（２列）、氏名、顔

写真等を掲載。） 

議決結果、請願、意見書、委員会活動、議会日誌等。

 
会議録調製 業者委託 予算　1,649,000 円

 
様式 Ａ４版、40 行×38 行　２段組

 原本 電子署名し、クラウドに保存（印刷なし）

 副本 議会事務局で印刷し、関係部署等に配付



①各会計予算額

令和８年度 令和７年度 増　　減 伸び率

31,612,588 30,965,860 646,728 2.1%

国 民 健 康 保 険 6,714,974 6,858,054 △ 143,080 -2.1%

駐 車 場 事 業 2,442 2,211 231 10.4%

墓 園 事 業 22,372 25,454 △ 3,082 -12.1%

介 護 保 険 6,758,371 6,620,696 137,675 2.1%

後 期 高 齢 者 医 療 2,273,277 2,181,399 91,878 4.2%

工業団地造成事業 126,661 128,267 △ 1,606 -1.3%

小 計 （ ６ 会 計 ） 15,898,097 15,816,081 82,016 0.5%

水 道 事 業 3,667,080 3,231,181 435,899 13.5%

下 水 道 事 業 3,356,133 3,308,540 47,593 1.4%

病 院 事 業 9,656,386 9,769,446 △ 113,060 -1.2%

小 計 （ ３ 会 計 ） 16,679,599 16,309,167 370,432 2.3%

64,190,284 63,091,108 1,099,176 1.7%

令和８年度予算額（当初予算）

　　　　（単位：千円）

会　　　計　　　別

一 般 会 計

合 計 （ １ ０ 会 計 ）

企
業
会
計

特
別
会
計
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②一般会計予算額（歳入）

令和８年度 令和７年度 増　　減 構成比

7,232,032 6,994,076 237,956 22.9%

250,502 258,693 △ 8,191 0.8%

16,000 4,000 12,000 0.1%

115,000 60,000 55,000 0.4%

116,000 65,000 51,000 0.4%

75,000 75,000 0 0.2%

1,570,000 1,432,000 138,000 5.0%

21,000 22,000 △ 1,000 0.1%

5,000 34,000 △ 29,000 0.0%

92,000 45,528 46,472 0.3%

8,760,000 8,870,000 △ 110,000 27.7%

3,000 3,000 0 0.0%

135,168 119,104 16,064 0.4%

392,787 376,246 16,541 1.2%

4,817,607 4,699,832 117,775 15.2%

2,592,851 2,421,911 170,940 8.2%

18,755 18,028 727 0.1%

574,932 571,302 3,630 1.8%

3,094,734 3,119,651 △ 24,917 9.8%

1 1 0 0.0%

288,419 491,988 △ 203,569 0.9%

1,441,800 1,284,500 157,300 4.5%

31,612,588 30,965,860 646,728 100.0%

　　　　（単位：千円）

費　　　　　目

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株式等譲渡所得割交付金

法 人 事 業 税 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

ゴルフ場利用税交付金

自 動 車 税
環 境 性 能 割 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金

地 方 交 付 税

交通安全対策特別交付金

分 担 金 及 び 負 担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債

合 計
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③一般会計予算額（歳出）

令和８年度 令和７年度 増　　減 構成比

240,428 234,343 6,085 0.8%

3,627,647 3,557,030 70,617 11.5%

13,019,599 12,232,261 787,338 41.2%

3,273,433 3,198,036 75,397 10.3%

318 289 29 0.0%

1,078,694 792,128 286,566 3.4%

920,480 1,058,806 △ 138,326 2.9%

2,347,785 2,052,266 295,519 7.4%

1,299,454 2,144,301 △ 844,847 4.1%

2,839,572 2,677,457 162,115 9.0%

3 3 0 0.0%

2,944,829 2,998,591 △ 53,762 9.3%

346 349 △ 3 0.0%

20,000 20,000 0 0.1%

31,612,588 30,965,860 646,728 100.0%

　　　　（単位：千円）

費　　　　　目

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 業 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 金

予 備 費

合 計
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（単位：円）

予算現額 収入済額
予算現額と収入済額

との比較
予算現額 支出済額

35,573,774,000 32,381,524,030 △ 3,192,249,970 35,573,774,000 32,206,659,310 174,864,720

20,818,306,000 20,268,975,730 △ 549,330,270 20,818,306,000 19,827,601,374 441,374,356

国 民 健 康 保 険 7,142,921,000 6,833,845,577 △ 309,075,423 7,142,921,000 6,631,848,378 201,997,199

駐 車 場 事 業 2,422,000 3,039,290 617,290 2,422,000 2,295,491 743,799

墓 園 事 業 38,261,000 34,862,251 △ 3,398,749 38,261,000 33,285,574 1,576,677

介 護 保 険 6,658,864,000 6,652,691,395 △ 6,172,605 6,658,864,000 6,449,097,779 203,593,616

後 期 高 齢 者 医 療 2,189,431,000 2,185,042,543 △ 4,388,457 2,189,431,000 2,158,031,171 27,011,372

工 業 団 地 造 成 事 業 4,786,407,000 4,559,494,674 △ 226,912,326 4,786,407,000 4,553,042,981 6,451,693

56,392,080,000 52,650,499,760 △ 3,741,580,240 56,392,080,000 52,034,260,684 616,239,076

令和６年度一般会計、特別会計　歳入・歳出決算状況

歳　　　　　　　　　　入 歳　　　　　　出

一 般 会 計

特 別 会 計

合 計

歳入歳出差引額
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順 氏　　名 就任年月日 退任年月日 順 氏　　名 就任年月日 退任年月日

初代 上田　順康 H18.3.8 H19.4.30 初代 杉本　雅英 H18.3.8 H19.4.30

2 中上　良隆 H19.5.14 H21.5.29 2 上久保　修 H19.5.14 H21.5.29

3 中西　峰雄 H21.5.29 H23.4.30 3 中本　正人 H21.5.29 H23.4.30

4 井上　勝彦 H23.5.13 H25.6.10 4 山田　哲弥 H23.5.13 H25.6.10

5 上田　良治 H25.6.10 H26.2.4

6 清水　信弘 H26.2.10 H27.4.30

6 中本　正人 H27.5.14 H29.6.12 7 土井　裕美子 H27.5.14 H29.6.12

7 岡　弘悟 H29.6.12 H31.4.30 8 辻本　勉 H29.6.12 H31.4.30

8 土井　裕美子 R1.5.13 R3.6.10 9 小林　弘 R1.5.13 R3.6.10

9 小林　弘 R3.6.10 R5.4.30 10 森下　伸吾 R3.6.10 R5.4.30

10 森下　伸吾 R5.5.15 R7.6.9 11 岡本　安弘 R5.5.15 R7.6.9

11 田中　博晃 R7.6.9 12 南出　昌彦 R7.6.9

歴代正副議長

議　　　長 副　議　長

5 石橋　英和 H25.6.10 H27.4.30
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問い合わせ先 

〒648-8585　和歌山県橋本市東家一丁目１番１号 

橋本市　議会事務局 

TEL：0736-33-6107 

FAX：0736-33-1268 

e-mail：gikai@city.hashimoto.lg.jp


